
保 発 0 6 3 0 第 ７ 号 

平成 29 年６月 30 日 

 

 

（ 別 記 ） 殿 

 

 

厚 生 労 働 省 保 険 局 長  

（ 公 印 省 略 ）  

 

 

 

「健康保険法施行規則等の一部を改正する省令」及び「健康保険の食事療養 

標準負担額及び生活療養標準負担額及び後期高齢者医療の食事療養標準負担 

額及び生活療養標準負担額の一部を改正する告示」の公布について（通知） 

 

 

標記については、別添のとおり、都道府県知事、全国健康保険協会理事長及び

健康保険組合理事長あて通知したので、よろしくお取り計らい願いたい。 



（別記） 

 

公益社団法人 日本医師会 会長 

公益社団法人 日本歯科医師会 会長 

公益社団法人 日本薬剤師会 会長 

一般社団法人 日本病院会 会長 

公益社団法人 全日本病院協会 会長 

公益社団法人 日本精神科病院協会 会長 

一般社団法人 日本医療法人協会 会長 

一般社団法人 日本社会医療法人協議会 会長 

公益社団法人 全国自治体病院協議会 会長 

一般社団法人 日本慢性期医療協会 会長 

一般社団法人 日本私立医科大学協会 会長 

一般社団法人 日本私立歯科大学協会 会長 

一般社団法人 日本病院薬剤師会 会長 

公益社団法人 日本看護協会 会長 

一般社団法人 全国訪問看護事業協会 会長 

公益財団法人 日本訪問看護財団 理事長 

独立行政法人 国立病院機構 理事長 

国立研究開発法人 国立がん研究センター 理事長 

国立研究開発法人 国立循環器病研究センター 理事長 

国立研究開発法人 国立精神・神経医療研究センター 理事長 

国立研究開発法人 国立国際医療研究センター 理事長 

国立研究開発法人 国立成育医療研究センター 理事長 

国立研究開発法人 国立長寿医療研究センター 理事長 

独立行政法人 地域医療機能推進機構 理事長  

独立行政法人 労働者健康安全機構 理事長 

 

 

 

  



保 発 0 6 3 0 第 １ 号 

平成 29 年６月 30 日 

 

 

都道府県知事 殿 

 

 

厚 生 労 働 省 保 険 局 長 

（ 公 印 省 略 ）  

 

 

「健康保険法施行規則等の一部を改正する省令」及び「健康保険の食事療養 

標準負担額及び生活療養標準負担額及び後期高齢者医療の食事療養標準負担 

額及び生活療養標準負担額の一部を改正する告示」の公布について（通知） 

 

 

医療保険制度改革に関する社会保障審議会医療保険部会における議論の結果を

踏まえ、入院時生活療養費の見直しを実施し、健康保険法施行規則等の一部を改

正する省令（平成 29 年厚生労働省令第 69号。以下「改正省令」という。）及び健

康保険の食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額及び後期高齢者医療の食事

療養標準負担額及び生活療養標準負担額の一部を改正する告示（平成 29年厚生労

働省告示第 239号。以下「改正告示」という。）が本日公布され、一部の規定を除

き平成 29年 10月１日から施行することとされたところである。 

これらの改正の趣旨及び主な内容は下記のとおりであるので、貴都道府県内の

市町村（特別区を含む。）、国民健康保険組合及び後期高齢者医療広域連合へ周知

等を図るとともに、その運用に当たっては十分に留意の上、遺漏なきを期された

い。 

 

 

記 

 

 

第１ 改正の趣旨 

 入院時生活療養費は、65 歳以上の者が保険医療機関の療養病床に入院したと

きに必要となる食費と居住費について、その一部を支給するものであり、被保

険者等が負担する額については、平均的な家計における食費及び光熱水費の状

況等を勘案して厚生労働大臣が定める額として定められている。 

今般、医療保険制度改革に関する社会保障審議会医療保険部会における議論

【別添】 



の結果を踏まえ、入院時生活療養費の見直しに係る所要の改正を行うもの。 

また、その他所要の規定の整理を行うこと。 

 

第２ 改正省令の主な内容 

 １ 健康保険法施行規則（大正 15年内務省令第 36号。以下「健保則」という。）

の一部改正（改正省令第１条関係） 

⑴ 生活療養標準負担額の減額の対象者に関する事項 

    生活療養標準負担額の減額の対象者に、食費及び居住費について一食 100

円、１日０円に減額されたとすれば、生活保護法（昭和 25年法律第 144号）

の規定による保護を必要としない状態となる者（以下「境界層該当者」と

いう。）を追加すること。（健保則第 62条の３関係） 

⑵ 健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証に関する事項 

    ⑴の追加に伴い、保険医療機関等が境界層該当者であることを判断でき

るよう、境界層該当者である場合には、健康保険限度額適用・標準負担額

減額認定証の適用区分欄に、「オ」又は「Ⅰ」の記載に加え、「（境）」と記

載することとすること。（健保則様式第 14号関係） 

 

２ 船員保険法施行規則（昭和 15年厚生省令第５号。以下「船保則」という。）

の一部改正（改正省令第２条関係） 

  ⑴ 船員保険限度額適用・標準負担額減額認定証に関する事項 

    上記１の⑵と同様の改正を行うこと。（船保則様式第７号関係） 

    

３ 国民健康保険法施行規則（昭和 33 年厚生省令第 53 号。以下「国保則」と

いう。）の一部改正（改正省令第３条関係） 

  ⑴ 国民健康保険限度額適用認定証及び国民健康保険限度額適用・標準負担額

減額認定証に関する事項 

    上記１の⑵と同様の改正を行うこと。（国保則様式第１号の８及び第１号

の９関係）   

 

 ４ 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則（平成 19 年厚生労働省令第 129

号。以下「高確則」という。）の一部改正（改正省令第４条関係） 

⑴ 生活療養標準負担額の減額の対象者に関する事項 

    上記１の⑴と同様の改正を行うこと。（高確則第 40条関係） 

 ⑵ 後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証に関する事項 

    ⑴の追加に伴い、保険医療機関等が境界層該当者であることを判断でき

るよう、境界層該当者である場合には、後期高齢者医療限度額適用・標準

負担額減額認定証の適用区分欄に、「区分Ⅰ」の記載に加え、「（境）」と記



載することとすること。（高確則様式第５号関係） 

 

５ 施行期日及び経過措置（附則関係） 

  平成 29年 10月１日から施行すること。（その他所要の規定の整備にあって

は同年７月１日に施行すること）。また、改正省令による改正前の様式を、当

分の間、取り繕って使用することができること。さらに、改正省令の施行の

日前の生活療養に関する生活療養標準負担額の減額の対象者については、な

お従前の例によることとすること。 

 

第３ 改正告示の主な内容 

１ 健康保険の食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額（平成８年厚生省

告示第 203号）の一部改正（改正告示第１条関係） 

  ⑴ 生活療養標準負担額について、下表のとおりとすること。 

（下線部は、改正告示による改正部分） 

 対象者 生活療養標準負担額のうち 

居住費にかかる部分 

Ａ 医療の必要性の低い者 

（Ｂ、Ｃ以外の者） 

（平成 29年 10月１日から）１日につき 370円 

Ｂ 医療の必要性の高い者※１ 

（指定難病患者を除く） 

（平成 29年 10月１日から）１日につき 200円 

（平成 30年 ４月１日から）１日につき 370円 

Ｃ 指定難病患者※２ １日につき０円 

※１ 健康保険法施行規則第 62条の３第４号の規定に基づき厚生労働大臣が定

める者（平成 18年厚生労働省告示第 488号） 

※２ 難病の患者に対する医療等に関する法律（平成 26 年法律第 50 号）第５

条第１項に規定する指定難病の患者 

 

⑵ 境界層該当者の生活療養標準負担額 

   平成 29年 10月１日から、境界層該当者の食費及び居住費については、一

食 100円、１日０円とすること。 

 

⑶ 生活療養標準負担額のうち食費にかかる部分の見直し 

65歳以上の医療療養病床に入院する患者のうち、医療の必要性の高い者（指

定難病患者を除く。）の一般所得者の食費の標準負担額を、平成 30 年４月１

日から、医療の必要性の低い者の一般所得者と同様に、生活療養（Ⅰ）※の

場合は一食 460円、生活療養（Ⅱ）の場合は一食 420円とすること。 

  ※ 管理栄養士又は栄養士による適切な栄養量及び適時・適温の食事の提供

が行われている等の基準を満たす場合 



２ 後期高齢者医療の食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額（平成 19年

厚生労働省告示第 395号）の一部改正（改正告示第２条関係） 

  ⑴ 生活療養標準負担額について、下表のとおりとすること。 

（下線部は、改正告示による改正部分） 

 対象者 生活療養標準負担額のうち 

居住費にかかる部分 

Ａ 医療の必要性の低い者 

（Ｂ、Ｃ以外の者） 

（平成 29年 10月１日から）１日につき 370円 

Ｂ 医療の必要性の高い者※１ 

（指定難病患者を除く） 

（平成 29年 10月１日から）１日につき 200円 

（平成 30年 ４月１日から）１日につき 370円 

Ｃ 指定難病患者※２ １日につき０円 

※１ 健康保険法施行規則第 62条の３第４号の規定に基づき厚生労働大臣が定

める者（平成 18年厚生労働省告示第 488号） 

※２ 難病の患者に対する医療等に関する法律（平成 26 年法律第 50 号）第５

条第１項に規定する指定難病の患者 

 

⑵ 生活療養標準負担額における境界層該当者の取扱いの見直し 

   第３の１の⑵と同様の改正を行うこと。 

 

３ 適用期日及び経過措置 

  平成 29 年 10 月１日から適用すること。ただし、同日前の生活療養標準負担

額については、なお従前の例によることとすること。 

 

 



保 発 0 6 3 0 第 ２ 号 

平成 29 年６月 30 日 

 

 

全国健康保険協会理事長 殿 

 

 

厚 生 労 働 省 保 険 局 長 

（ 公 印 省 略 ）  

 

 

「健康保険法施行規則等の一部を改正する省令」及び「健康保険の食事療養 

標準負担額及び生活療養標準負担額及び後期高齢者医療の食事療養標準負担 

額及び生活療養標準負担額の一部を改正する告示」の公布について（通知） 

 

 

医療保険制度改革に関する社会保障審議会医療保険部会における議論の結果を

踏まえ、入院時生活療養費の見直しを実施し、健康保険法施行規則等の一部を改

正する省令（平成 29 年厚生労働省令第 69号。以下「改正省令」という。）及び健

康保険の食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額及び後期高齢者医療の食事

療養標準負担額及び生活療養標準負担額の一部を改正する告示（平成 29年厚生労

働省告示第 239号。以下「改正告示」という。）が本日公布され、一部の規定を除

き平成 29年 10月１日から施行することとされたところである。 

これらの改正の趣旨及び主な内容は下記のとおりであるので、その運用に当た

っては十分に留意の上、遺漏なきを期されたい。 

 

 

記 

 

 

第１ 改正の趣旨 

 入院時生活療養費は、65 歳以上の者が保険医療機関の療養病床に入院したと

きに必要となる食費と居住費について、その一部を支給するものであり、被保

険者等が負担する額については、平均的な家計における食費及び光熱水費の状

況等を勘案して厚生労働大臣が定める額として定められている。 

今般、医療保険制度改革に関する社会保障審議会医療保険部会における議論

の結果を踏まえ、入院時生活療養費の見直しに係る所要の改正を行うもの。 

また、その他所要の規定の整理を行うこと。 



第２ 改正省令の主な内容 

 １ 健康保険法施行規則（大正 15年内務省令第 36号。以下「健保則」という。）

の一部改正（改正省令第１条関係） 

⑴ 生活療養標準負担額の減額の対象者に関する事項 

    生活療養標準負担額の減額の対象者に、食費及び居住費について一食 100

円、１日０円に減額されたとすれば、生活保護法（昭和 25年法律第 144号）

の規定による保護を必要としない状態となる者（以下「境界層該当者」と

いう。）を追加すること。（健保則第 62条の３関係） 

⑵ 健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証に関する事項 

    ⑴の追加に伴い、保険医療機関等が境界層該当者であることを判断でき

るよう、境界層該当者である場合には、健康保険限度額適用・標準負担額

減額認定証の適用区分欄に、「オ」又は「Ⅰ」の記載に加え、「（境）」と記

載することとすること。（健保則様式第 14号関係） 

 

２ 船員保険法施行規則（昭和 15年厚生省令第５号。以下「船保則」という。）

の一部改正（改正省令第２条関係） 

  ⑴ 船員保険限度額適用・標準負担額減額認定証に関する事項 

    上記１の⑵と同様の改正を行うこと。（船保則様式第７号関係） 

    

３ 国民健康保険法施行規則（昭和 33 年厚生省令第 53 号。以下「国保則」と

いう。）の一部改正（改正省令第３条関係） 

  ⑴ 国民健康保険限度額適用認定証及び国民健康保険限度額適用・標準負担額

減額認定証に関する事項 

    上記１の⑵と同様の改正を行うこと。（国保則様式第１号の８及び第１号

の９関係）   

 

 ４ 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則（平成 19 年厚生労働省令第 129

号。以下「高確則」という。）の一部改正（改正省令第４条関係） 

⑴ 生活療養標準負担額の減額の対象者に関する事項 

    上記１の⑴と同様の改正を行うこと。（高確則第 40条関係） 

 ⑵ 後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証に関する事項 

    ⑴の追加に伴い、保険医療機関等が境界層該当者であることを判断でき

るよう、境界層該当者である場合には、後期高齢者医療限度額適用・標準

負担額減額認定証の適用区分欄に、「区分Ⅰ」の記載に加え、「（境）」と記

載することとすること。（高確則様式第５号関係） 

 

 



５ 施行期日及び経過措置（附則関係） 

  平成 29年 10月１日から施行すること。（その他所要の規定の整備にあって

は同年７月１日に施行すること）。また、改正省令による改正前の様式を、当

分の間、取り繕って使用することができること。さらに、改正省令の施行の

日前の生活療養に関する生活療養標準負担額の減額の対象者については、な

お従前の例によることとすること。 

 

第３ 改正告示の主な内容 

１ 健康保険の食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額（平成８年厚生省

告示第 203号）の一部改正（改正告示第１条関係） 

  ⑴ 生活療養標準負担額について、下表のとおりとすること。 

（下線部は、改正告示による改正部分） 

 対象者 生活療養標準負担額のうち 

居住費にかかる部分 

Ａ 医療の必要性の低い者 

（Ｂ、Ｃ以外の者） 

（平成 29年 10月１日から）１日につき 370円 

Ｂ 医療の必要性の高い者※１ 

（指定難病患者を除く） 

（平成 29年 10月１日から）１日につき 200円 

（平成 30年 ４月１日から）１日につき 370円 

Ｃ 指定難病患者※２ １日につき０円 

※１ 健康保険法施行規則第 62条の３第４号の規定に基づき厚生労働大臣が定

める者（平成 18年厚生労働省告示第 488号） 

※２ 難病の患者に対する医療等に関する法律（平成 26 年法律第 50 号）第５

条第１項に規定する指定難病の患者 

 

⑵ 境界層該当者の生活療養標準負担額 

   平成 29年 10月１日から、境界層該当者の食費及び居住費については、一

食 100円、１日０円とすること。 

 

⑶ 生活療養標準負担額のうち食費にかかる部分の見直し 

65歳以上の医療療養病床に入院する患者のうち、医療の必要性の高い者（指

定難病患者を除く。）の一般所得者の食費の標準負担額を、平成 30 年４月１

日から、医療の必要性の低い者の一般所得者と同様に、生活療養（Ⅰ）※の

場合は一食 460円、生活療養（Ⅱ）の場合は一食 420円とすること。 

  ※ 管理栄養士又は栄養士による適切な栄養量及び適時・適温の食事の提供

が行われている等の基準を満たす場合 

 

 



２ 後期高齢者医療の食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額（平成 19年

厚生労働省告示第 395号）の一部改正（改正告示第２条関係） 

  ⑴ 生活療養標準負担額について、下表のとおりとすること。 

（下線部は、改正告示による改正部分） 

 対象者 生活療養標準負担額のうち 

居住費にかかる部分 

Ａ 医療の必要性の低い者 

（Ｂ、Ｃ以外の者） 

（平成 29年 10月１日から）１日につき 370円 

Ｂ 医療の必要性の高い者※１ 

（指定難病患者を除く） 

（平成 29年 10月１日から）１日につき 200円 

（平成 30年 ４月１日から）１日につき 370円 

Ｃ 指定難病患者※２ １日につき０円 

※１ 健康保険法施行規則第 62条の３第４号の規定に基づき厚生労働大臣が定

める者（平成 18年厚生労働省告示第 488号） 

※２ 難病の患者に対する医療等に関する法律（平成 26 年法律第 50 号）第５

条第１項に規定する指定難病の患者 

 

⑵ 生活療養標準負担額における境界層該当者の取扱いの見直し 

   第３の１の⑵と同様の改正を行うこと。 

 

３ 適用期日及び経過措置 

  平成 29 年 10 月１日から適用すること。ただし、同日前の生活療養標準負担

額については、なお従前の例によることとすること。 

 

  



保 発 0 6 3 0 第 ３ 号 

平成 29 年６月 30 日 

 

 

健康保険組合理事長 殿 

 

 

厚 生 労 働 省 保 険 局 長 

（ 公 印 省 略 ）  

 

 

「健康保険法施行規則等の一部を改正する省令」及び「健康保険の食事療養 

標準負担額及び生活療養標準負担額及び後期高齢者医療の食事療養標準負担 

額及び生活療養標準負担額の一部を改正する告示」の公布について（通知） 

 

 

医療保険制度改革に関する社会保障審議会医療保険部会における議論の結果を

踏まえ、入院時生活療養費の見直しを実施し、健康保険法施行規則等の一部を改

正する省令（平成 29 年厚生労働省令第 69号。以下「改正省令」という。）及び健

康保険の食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額及び後期高齢者医療の食事

療養標準負担額及び生活療養標準負担額の一部を改正する告示（平成 29年厚生労

働省告示第 239号。以下「改正告示」という。）が本日公布され、一部の規定を除

き平成 29年 10月１日から施行することとされたところである。 

これらの改正の趣旨及び主な内容は下記のとおりであるので、その運用に当た

っては十分に留意の上、遺漏なきを期されたい。 

 

 

記 

 

 

第１ 改正の趣旨 

 入院時生活療養費は、65 歳以上の者が保険医療機関の療養病床に入院したと

きに必要となる食費と居住費について、その一部を支給するものであり、被保

険者等が負担する額については、平均的な家計における食費及び光熱水費の状

況等を勘案して厚生労働大臣が定める額として定められている。 

今般、医療保険制度改革に関する社会保障審議会医療保険部会における議論

の結果を踏まえ、入院時生活療養費の見直しに係る所要の改正を行うもの。 

また、その他所要の規定の整理を行うこと。 



第２ 改正省令の主な内容 

 １ 健康保険法施行規則（大正 15年内務省令第 36号。以下「健保則」という。）

の一部改正（改正省令第１条関係） 

⑴ 生活療養標準負担額の減額の対象者に関する事項 

    生活療養標準負担額の減額の対象者に、食費及び居住費について一食 100

円、１日０円に減額されたとすれば、生活保護法（昭和 25年法律第 144号）

の規定による保護を必要としない状態となる者（以下「境界層該当者」と

いう。）を追加すること。（健保則第 62条の３関係） 

⑵ 健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証に関する事項 

    ⑴の追加に伴い、保険医療機関等が境界層該当者であることを判断でき

るよう、境界層該当者である場合には、健康保険限度額適用・標準負担額

減額認定証の適用区分欄に、「オ」又は「Ⅰ」の記載に加え、「（境）」と記

載することとすること。（健保則様式第 14号関係） 

 

２ 船員保険法施行規則（昭和 15年厚生省令第５号。以下「船保則」という。）

の一部改正（改正省令第２条関係） 

  ⑴ 船員保険限度額適用・標準負担額減額認定証に関する事項 

    上記１の⑵と同様の改正を行うこと。（船保則様式第７号関係） 

    

３ 国民健康保険法施行規則（昭和 33 年厚生省令第 53 号。以下「国保則」と

いう。）の一部改正（改正省令第３条関係） 

  ⑴ 国民健康保険限度額適用認定証及び国民健康保険限度額適用・標準負担額

減額認定証に関する事項 

    上記１の⑵と同様の改正を行うこと。（国保則様式第１号の８及び第１号

の９関係）   

 

 ４ 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則（平成 19 年厚生労働省令第 129

号。以下「高確則」という。）の一部改正（改正省令第４条関係） 

⑴ 生活療養標準負担額の減額の対象者に関する事項 

    上記１の⑴と同様の改正を行うこと。（高確則第 40条関係） 

 ⑵ 後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証に関する事項 

    ⑴の追加に伴い、保険医療機関等が境界層該当者であることを判断でき

るよう、境界層該当者である場合には、後期高齢者医療限度額適用・標準

負担額減額認定証の適用区分欄に、「区分Ⅰ」の記載に加え、「（境）」と記

載することとすること。（高確則様式第５号関係） 



 

５ 施行期日及び経過措置（附則関係） 

  平成 29年 10月１日から施行すること。（その他所要の規定の整備にあって

は同年７月１日に施行すること）。また、改正省令による改正前の様式を、当

分の間、取り繕って使用することができること。さらに、改正省令の施行の

日前の生活療養に関する生活療養標準負担額の減額の対象者については、な

お従前の例によることとすること。 

 

第３ 改正告示の主な内容 

１ 健康保険の食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額（平成８年厚生省

告示第 203号）の一部改正（改正告示第１条関係） 

  ⑴ 生活療養標準負担額について、下表のとおりとすること。 

（下線部は、改正告示による改正部分） 

 対象者 生活療養標準負担額のうち 

居住費にかかる部分 

Ａ 医療の必要性の低い者 

（Ｂ、Ｃ以外の者） 

（平成 29年 10月１日から）１日につき 370円 

Ｂ 医療の必要性の高い者※１ 

（指定難病患者を除く） 

（平成 29年 10月１日から）１日につき 200円 

（平成 30年 ４月１日から）１日につき 370円 

Ｃ 指定難病患者※２ １日につき０円 

※１ 健康保険法施行規則第 62条の３第４号の規定に基づき厚生労働大臣が定

める者（平成 18年厚生労働省告示第 488号） 

※２ 難病の患者に対する医療等に関する法律（平成 26 年法律第 50 号）第５

条第１項に規定する指定難病の患者 

 

⑵ 境界層該当者の生活療養標準負担額 

   平成 29年 10月１日から、境界層該当者の食費及び居住費については、一

食 100円、１日０円とすること。 

 

⑶ 生活療養標準負担額のうち食費にかかる部分の見直し 

65歳以上の医療療養病床に入院する患者のうち、医療の必要性の高い者（指

定難病患者を除く。）の一般所得者の食費の標準負担額を、平成 30 年４月１

日から、医療の必要性の低い者の一般所得者と同様に、生活療養（Ⅰ）※の

場合は一食 460円、生活療養（Ⅱ）の場合は一食 420円とすること。 

  ※ 管理栄養士又は栄養士による適切な栄養量及び適時・適温の食事の提供

が行われている等の基準を満たす場合 



 

２ 後期高齢者医療の食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額（平成 19年

厚生労働省告示第 395号）の一部改正（改正告示第２条関係） 

  ⑴ 生活療養標準負担額について、下表のとおりとすること。 

（下線部は、改正告示による改正部分） 

 対象者 生活療養標準負担額のうち 

居住費にかかる部分 

Ａ 医療の必要性の低い者 

（Ｂ、Ｃ以外の者） 

（平成 29年 10月１日から）１日につき 370円 

Ｂ 医療の必要性の高い者※１ 

（指定難病患者を除く） 

（平成 29年 10月１日から）１日につき 200円 

（平成 30年 ４月１日から）１日につき 370円 

Ｃ 指定難病患者※２ １日につき０円 

※１ 健康保険法施行規則第 62条の３第４号の規定に基づき厚生労働大臣が定

める者（平成 18年厚生労働省告示第 488号） 

※２ 難病の患者に対する医療等に関する法律（平成 26 年法律第 50 号）第５

条第１項に規定する指定難病の患者 

 

⑵ 生活療養標準負担額における境界層該当者の取扱いの見直し 

   第３の１の⑵と同様の改正を行うこと。 

 

３ 適用期日及び経過措置 

  平成 29 年 10 月１日から適用すること。ただし、同日前の生活療養標準負担

額については、なお従前の例によることとすること。 

 



「健康保険法施行規則等の一部を改正する省令案」及び「健康保険の食事療養標準負

担額及び生活療養標準負担額及び後期高齢者医療の食事療養標準負担額及び生活療

養標準負担額の一部を改正する告示案」（概要） 

 

 

１．改正の趣旨 

入院時生活療養費は、65歳以上の者が保険医療機関の療養病床に入院したときに

必要となる食費と居住費について、その一部を支給するものであり、被保険者等が

負担する額については、平均的な家計における食費及び光熱水費の状況等を勘案し

て厚生労働大臣が定める額として定められている。 

今般、医療保険制度改革に関する社会保障審議会医療保険部会における議論の結

果を踏まえ、入院時生活療養費等の見直しに係る所要の改正を行うもの。 

 

２．改正内容 

⑴ 「健康保険法施行規則等の一部を改正する省令案」について  

健康保険法施行規則（大正 15年内務省令第 36号）等について、下記の改正を行

う。 

ア 生活療養標準負担額の減額の対象者に、食費及び居住費について一食 100 円、

１日０円に減額されたとすれば、生活保護法（昭和 25 年法律第 144 号）の規定

による保護を必要としない状態となる者（以下「境界層該当者」という。）を追

加する。 

イ アの追加に伴い以下の省令様式の整備を行う。 

・健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証 

・船員保険限度額適用・標準負担額減額認定証 

・国民健康保険限度額適用認定証 

・国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証 

・後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証 

ウ その他所要の規定の整備を行う。 

 

⑵ 「健康保険の食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額及び後期高齢者医療

の食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額の一部を改正する告示案」につい

て 

「健康保険の食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額」及び「後期高齢者医

療の食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額」について、下記の改正を行う。 

ア 65歳以上の医療療養病床に入院する患者のうち、①医療の必要性の低い者（医

療区分Ⅰ）について、平成 29年 10月から居住費を１日 320円から 370円に、②

医療の必要性の高い者（医療区分Ⅱ又はⅢ）について、平成 29年 10月から居住

費を１日０円から 200円に、平成 30年４月から 370円に引き上げることとする。 

ただし、指定難病患者及び老齢福祉年金受給者の居住費は、引き続き１日０円



とする。 

イ 65歳以上の医療療養病床に入院する患者のうち、境界層該当者の食費及び居住

費については、平成 29年 10月から一食 100円、１日０円とする。 

ウ 65歳以上の医療療養病床に入院する患者のうち、医療区分Ⅱ又はⅢ（指定難病

患者を除く。）の一般所得者の食費は、平成 30年４月から一食 460円となってい

るが、医療区分Ⅰの一般所得者と同様に、生活療養（Ⅰ）※の場合は一食 460円、

生活療養（Ⅱ）の場合は一食 420円とする。 

  ※管理栄養士又は栄養士による適切な栄養量及び適時・適温の食事の提供が行わ

れている等の基準を満たす場合 

 

３．改正法令 

・健康保険法施行規則 

・船員保険法施行規則（昭和 15年厚生省令第５号） 

・国民健康保険法施行規則（昭和 33年厚生省令第 53号） 

・高齢者の医療の確保に関する法律施行規則（平成 19年厚生労働省令第 129号） 

・健康保険の食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額（平成８年厚生省告示第

203号） 

・後期高齢者医療の食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額（平成 19 年厚生

労働省告示第 395号） 

 

４．根拠法令 

 ・健康保険法（大正 11年法律第 70号）第 85条の２第２項及び第 207条 

 ・船員保険法（昭和 14年法律第 73号）第 62条第２項及び第 155条 

 ・国民健康保険法（昭和 33年法律第 192号）第 52条の２第２項及び第 120条 

 ・高齢者の医療の確保に関する法律（昭和 57 年法律第 80 号）第 75 条第２項及び

第 166条 

 

５．公布（告示）日・施行（適用）期日 

公布（告示）日 ：平成 29年６月下旬（予定） 

施行（適用）期日：平成 29年 10月１日（その他所要の規定の整備にあっては７月

１日に施行する） 

      

  



65歳以上の医療療養病床に入院する患者の食費・居住費（生活療養標準負担額）の変化 
 

※赤字は今回の改正 

 

医療区分Ⅰ 
健保則第 62条の３第４号又は第５号以外 

高確則第 40条第３号又は第４号以外 

医療区分ⅡⅢ 
健保則第 62条の３第４号 

高確則第 40条第３号 

  

指定難病患者 
健保則第 62条の３第５号 

高確則第 40条第４号 

食費 

（一食） 

居住費 

（一日） 

食費 

（一食） 
居住費 

（一日） 

食費 

（一食） 

居住費 

（一日） 

一般所得 
 

健保則第 62条の３ 

第１号～第３号、第６号以外 

高確則第 40条 

第１号、第２号又は第６号以外 

生活療養（Ⅰ）460円 

生活療養（Ⅱ）420円 

320円 

⇒29年 10月～370円 

・29年 10月～ 360円 

・30年 4月～ 460円 

⇒生活療養（Ⅰ）460円 

 生活療養（Ⅱ）420円 

０円 

⇒29年 10月～200円 

 30年 4月～370円 

260円 ０円 

70歳未満 70歳以上       

低所得 
 

健保則第 62条

の３第１号 

低所得Ⅱ 
 

健保則第 62条の３第２号 

高確則第 40条第１号 

210円 
320円 

⇒29年 10月～370円 
210円 

※90日超で 160円 

０円 

⇒29年 10月～200円 

 30年 4月～370円 

210円 
※90日超で 160

円 
０円 

 

低所得Ⅰ 
 

健保則第 62条の３第３号 

高確則第 40条第２号 

130円 
320円 

⇒29年 10月～370円 
100円 

０円 

⇒29年 10月～200円 

 30年 4月～370円 

100円 ０円 

  

老齢福祉年金受給者 
（高確則第 40条第５号） 

境界層該当者 
健保則第 62条の３第６号 

高確則第 40条第６号 

100円 ０円 100円 ０円 100円 ０円 

 
※①～⑩は生活療養標準負担額の告示の規定順 

① 

② 

③ 

④ 

⑤ 

⑥ 

⑦ 

⑧ 

⑨ 

⑩ ⑩ ⑩ 

参考資料 













改

正

後

改

正

前

（
生
活
療
養
標
準
負
担
額
の
減
額
の
対
象
者
）

（
生
活
療
養
標
準
負
担
額
の
減
額
の
対
象
者
）

第
六
十
二
条
の
三

法
第
八
十
五
条
の
二
第
二
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に

該
当
す
る
者
と
す
る
。

第
六
十
二
条
の
三

法
第
八
十
五
条
の
二
第
二
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に

該
当
す
る
者
と
す
る
。

一

令
第
四
十
三
条
第
一
項
第
一
号
ホ
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
者
（
第
六
号
に
該
当
す
る
者
を
除
く
。）

一

令
第
四
十
三
条
第
一
項
第
一
号
ホ
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
者

平成年月日 金曜日 (号外第号)官 報
〇
厚
生
労
働
省
令
第
六
十
九
号

健
康
保
険
法
（
大
正
十
一
年
法
律
第
七
十
号
）
第
八
十
五
条
の
二
第
二
項
、
第
百
九
十
七
条
第
二
項
及
び
第
二
百
七
条
、
船
員
保
険
法
（
昭
和
十
四
年
法
律
第
七
十
三
号
）
第
百
四
十
五
条
第
二
項
、
国
民
健
康
保
険
法
（
昭
和
三
十
三
年
法

律
第
百
九
十
二
号
）
第
百
二
十
条
並
び
に
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
七
年
法
律
第
八
十
号
）
第
七
十
五
条
第
二
項
及
び
第
百
六
十
六
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
健
康
保
険
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次

の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
九
年
六
月
三
十
日

厚
生
労
働
大
臣

塩
崎

恭
久

健
康
保
険
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

（
健
康
保
険
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条

健
康
保
険
法
施
行
規
則
（
大
正
十
五
年
内
務
省
令
第
三
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
又
は
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
又
は
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応

し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。）は
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。





二

令
第
四
十
三
条
第
一
項
第
二
号
ハ
又
は
第
三
号
ハ
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
者
（
第
六
号
に
該
当
す
る
者

を
除
く
。）

二

令
第
四
十
三
条
第
一
項
第
二
号
ハ
又
は
第
三
号
ハ
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
者

三

令
第
四
十
三
条
第
一
項
第
二
号
ニ
又
は
第
三
号
ニ
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
者
（
第
六
号
に
該
当
す
る
者

を
除
く
。）

三

令
第
四
十
三
条
第
一
項
第
二
号
ニ
又
は
第
三
号
ニ
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
者

四
・
五

（
略
）

四

病
状
の
程
度
が
重
篤
な
者
又
は
常
時
の
若
し
く
は
集
中
的
な
医
学
的
処
置
、
手
術
そ
の
他
の
治
療
を
要
す

る
者
と
し
て
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
者

五

難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
第
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
特
定
医
療
を
受
け
る
同

項
に
規
定
す
る
指
定
難
病
の
患
者

六

被
保
険
者
又
は
そ
の
被
扶
養
者
が
療
養
の
あ
っ
た
月
に
お
い
て
要
保
護
者
（
生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五

年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
要
保
護
者
を
い
う
。）で
あ
る
者
で
あ
っ
て
、
第
三
号

及
び
前
号
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
者
と
し
て
生
活
療
養
標
準
負
担
額
に
つ
い
て
減
額
が
あ
れ
ば
生
活
保
護

法
の
規
定
に
よ
る
保
護
を
要
し
な
く
な
る
も
の

（
新
設
）

（
出
産
育
児
一
時
金
の
支
給
の
申
請
）

（
出
産
育
児
一
時
金
の
支
給
の
申
請
）

第
八
十
六
条

法
第
百
一
条
又
は
第
百
六
条
の
規
定
に
よ
り
出
産
育
児
一
時
金
の
支
給
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
保
険
者
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
八
十
六
条

法
第
百
一
条
の
規
定
に
よ
り
出
産
育
児
一
時
金
の
支
給
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る

事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
保
険
者
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
〜
三

（
略
）

一
〜
三

（
略
）

２
〜
４

（
略
）

２
〜
４

（
略
）

（
特
定
疾
病
給
付
対
象
療
養
に
係
る
保
険
者
の
認
定
）

（
特
定
疾
病
給
付
対
象
療
養
に
係
る
保
険
者
の
認
定
）

第
九
十
八
条
の
二

令
第
四
十
一
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
る
保
険
者
の
認
定
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
認
定
」

と
い
う
。）を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
被
保
険
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
、
同
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働

大
臣
が
定
め
る
医
療
に
関
す
る
給
付
の
実
施
機
関
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
実
施
機
関
」
と
い
う
。）を
経
由

し
て
、
保
険
者
に
申
し
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
九
十
八
条
の
二

令
第
四
十
一
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
る
保
険
者
の
認
定
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
認
定
」

と
い
う
。）を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
、
同
項
に
規

定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
医
療
に
関
す
る
給
付
の
実
施
機
関
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
実
施
機
関
」

と
い
う
。）を
経
由
し
て
、
保
険
者
に
申
し
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
〜
四

（
略
）

一
〜
四

（
略
）

２

被
保
険
者
は
、
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
令
第
四
十
二
条
第
一
項
第
五
号
又
は
第
三
項
第
三
号
若
し
く

は
第
四
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
前
項
の
申
出
の
際
に
そ
の
旨
を
証
す
る
書
類
を
提
出
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

２

認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
令
第
四
十
二
条
第
一
項
第
五
号
又
は
第
三
項
第
三
号
若
し
く
は
第
四
号
の

い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、前
項
の
申
出
の
際
に
そ
の
旨
を
証
す
る
書
類
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

（
略
）

３

（
略
）

４

被
保
険
者
は
、
認
定
を
受
け
た
者
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
に
至
っ
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、

実
施
機
関
を
経
由
し
て
、
そ
の
旨
を
保
険
者
に
申
し
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
二
号

に
該
当
す
る
に
至
っ
た
こ
と
に
よ
る
申
出
に
お
い
て
は
、
第
二
項
の
規
定
を
準
用
す
る
。

４

認
定
を
受
け
た
者
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
に
至
っ
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
実
施
期
間
を

経
由
し
て
、
そ
の
旨
を
保
険
者
に
申
し
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
二
号
に
該
当
す
る

に
至
っ
た
こ
と
に
よ
る
申
出
に
お
い
て
は
、
第
二
項
の
規
定
を
準
用
す
る
。

一
〜
三

（
略
）

一
〜
三

（
略
）

５
〜
７

（
略
）

５
〜
７

（
略
）

（
令
第
四
十
二
条
第
一
項
第
五
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
要
保
護
者
）

（
令
第
四
十
二
条
第
一
項
第
五
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
要
保
護
者
）

第
百
一
条

令
第
四
十
二
条
第
一
項
第
五
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
は
、
令
第
四
十
一
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
る
高
額
療
養
費
の
支
給
が
あ
り
、
か
つ
、
第
五
十
八
条
第
一
号
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
者
と
し
て
食
事

療
養
標
準
負
担
額
に
つ
い
て
減
額
が
あ
れ
ば
生
活
保
護
法
の
規
定
に
よ
る
保
護
を
要
し
な
く
な
る
者
又
は
第
六

十
二
条
の
三
第
一
号
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
者
と
し
て
生
活
療
養
標
準
負
担
額
に
つ
い
て
減
額
が
あ
れ
ば
生

活
保
護
法
の
規
定
に
よ
る
保
護
を
要
し
な
く
な
る
者
と
す
る
。

第
百
一
条

令
第
四
十
二
条
第
一
項
第
五
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
は
、
令
第
四
十
一
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
る
高
額
療
養
費
の
支
給
が
あ
り
、
か
つ
、
第
五
十
八
条
第
一
号
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
者
と
し
て
食
事

療
養
標
準
負
担
額
に
つ
い
て
減
額
が
あ
れ
ば
生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
の
規
定
に

よ
る
保
護
を
要
し
な
く
な
る
者
又
は
第
六
十
二
条
の
三
第
一
号
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
者
と
し
て
生
活
療
養

標
準
負
担
額
に
つ
い
て
減
額
が
あ
れ
ば
生
活
保
護
法
の
規
定
に
よ
る
保
護
を
要
し
な
く
な
る
者
と
す
る
。

平成年月日 金曜日 (号外第号)官 報 



様
式
第
十
四
号
（
第
百
五
条
関
係
）

様
式
第
十
四
号
（
第
百
五
条
関
係
）

平成年月日 金曜日 (号外第号)官 報



（
船
員
保
険
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
条

船
員
保
険
法
施
行
規
則
（
昭
和
十
五
年
厚
生
省
令
第
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
又
は
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
又
は
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。

改

正

後

改

正

前

（
特
定
疾
病
給
付
対
象
療
養
に
係
る
認
定
）

（
特
定
疾
病
給
付
対
象
療
養
に
係
る
認
定
）

第
八
十
七
条

令
第
八
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
る
協
会
の
認
定
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
認
定
」
と
い
う
。）を

受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
被
保
険
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
、
健
康
保
険
法
施
行
令
（
大
正
十
五
年
勅
令

第
二
百
四
十
三
号
）
第
四
十
一
条
第
七
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
医
療
に
関
す
る
給
付
の
実
施

機
関
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
実
施
機
関
」
と
い
う
。）を
経
由
し
て
、協
会
に
申
し
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
八
十
七
条

令
第
八
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
る
協
会
の
認
定
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
認
定
」
と
い
う
。）を

受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
、健
康
保
険
法
施
行
令（
大

正
十
五
年
勅
令
第
二
百
四
十
三
号
）
第
四
十
一
条
第
七
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
医
療
に
関
す

る
給
付
の
実
施
機
関
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
実
施
機
関
」
と
い
う
。）を
経
由
し
て
、
協
会
に
申
し
出
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

一
〜
四

（
略
）

一
〜
四

（
略
）

２

被
保
険
者
は
、
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
令
第
九
条
第
一
項
第
五
号
又
は
第
三
項
第
三
号
若
し
く
は
第

四
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
前
項
の
申
出
の
際
に
そ
の
旨
を
証
す
る
書
類
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

２

認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
令
第
九
条
第
一
項
第
五
号
又
は
第
三
項
第
三
号
若
し
く
は
第
四
号
の
い
ず

れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
前
項
の
申
出
の
際
に
そ
の
旨
を
証
す
る
書
類
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

（
略
）

３

（
略
）

４

被
保
険
者
は
、
認
定
を
受
け
た
者
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
に
至
っ
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、

実
施
機
関
を
経
由
し
て
、
そ
の
旨
を
協
会
に
申
し
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
二
号
に

該
当
す
る
に
至
っ
た
こ
と
に
よ
る
申
出
に
お
い
て
は
、
第
二
項
の
規
定
を
準
用
す
る
。

４

認
定
を
受
け
た
者
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
に
至
っ
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
実
施
機
関
を

経
由
し
て
、
そ
の
旨
を
協
会
に
申
し
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
二
号
に
該
当
す
る
に

至
っ
た
こ
と
に
よ
る
申
出
に
お
い
て
は
、
第
二
項
の
規
定
を
準
用
す
る
。

一
〜
三

（
略
）

一
〜
三

（
略
）

５
〜
７

（
略
）

５
〜
７

（
略
）

平成年月日 金曜日 (号外第号)官 報 



様
式
第
七
号
（
第
九
十
五
条
関
係
）

様
式
第
七
号
（
第
九
十
五
条
関
係
）

（
国
民
健
康
保
険
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
三
条

国
民
健
康
保
険
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
三
年
厚
生
省
令
第
五
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。

平成年月日 金曜日 (号外第号)官 報



改

正

後

改

正

前

様
式
第
一
号
の
八
（
第
二
十
七
条
の
十
四
の
二
関
係
）

様
式
第
一
号
の
八
（
第
二
十
七
条
の
十
四
の
二
関
係
）

平成年月日 金曜日 (号外第号)官 報 



様
式
第
一
号
の
九
（
第
二
十
七
条
の
十
四
の
四
関
係
）

様
式
第
一
号
の
九
（
第
二
十
七
条
の
十
四
の
四
関
係
）

平成年月日 金曜日 (号外第号)官 報



（
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
四
条

高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
十
九
年
厚
生
労
働
省
令
第
百
二
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
又
は
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
又
は
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応

し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。）は
、
そ
の
標
記
部
分
が
異
な
る
も
の
は
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
と
し
て
移
動
し
、
改

正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。

改

正

後

改

正

前

（
生
活
療
養
標
準
負
担
額
の
減
額
の
対
象
者
）

（
生
活
療
養
標
準
負
担
額
の
減
額
の
対
象
者
）

第
四
十
条

法
第
七
十
五
条
第
二
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者

と
す
る
。

第
四
十
条

法
第
七
十
五
条
第
二
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者

と
す
る
。

一

令
第
十
六
条
第
一
項
第
一
号
ハ
又
は
第
二
号
ハ
の
規
定
の
適
用
を
受
け
て
い
る
者
（
第
六
号
に
掲
げ
る
者

を
除
く
。）

一

令
第
十
六
条
第
一
項
第
一
号
ハ
又
は
第
二
号
ハ
の
規
定
の
適
用
を
受
け
て
い
る
者

二

令
第
十
六
条
第
一
項
第
一
号
ニ
又
は
第
二
号
ニ
の
規
定
の
適
用
を
受
け
て
い
る
者
（
第
六
号
に
掲
げ
る
者

を
除
く
。）

二

令
第
十
六
条
第
一
項
第
一
号
ニ
、
第
二
号
ニ
又
は
第
四
号
の
規
定
の
適
用
を
受
け
て
い
る
者

三

令
第
十
六
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
の
適
用
を
受
け
て
い
る
者

（
新
設
）

四

健
康
保
険
法
施
行
規
則
第
六
十
二
条
の
三
第
四
号
に
掲
げ
る
者

三

健
康
保
険
法
施
行
規
則
第
六
十
二
条
の
三
第
四
号
に
掲
げ
る
者

五

健
康
保
険
法
施
行
規
則
第
六
十
二
条
の
三
第
五
号
に
掲
げ
る
者

四

健
康
保
険
法
施
行
規
則
第
六
十
二
条
の
三
第
五
号
に
掲
げ
る
者

六

そ
の
属
す
る
世
帯
の
世
帯
主
及
び
全
て
の
世
帯
員
が
療
養
の
あ
っ
た
月
に
お
い
て
要
保
護
者
（
生
活
保
護

法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
要
保
護
者
を
い
う
。）で
あ
る
者
で

あ
っ
て
、
第
三
号
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
者
と
し
て
生
活
療
養
標
準
負
担
額
に
つ
い
て
減
額
さ
れ
た
と
す

れ
ば
、
同
法
の
規
定
に
よ
る
保
護
を
必
要
と
し
な
い
状
態
と
な
る
者

（
新
設
）

（
令
第
十
五
条
第
一
項
第
三
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
要
保
護
者
）

（
令
第
十
五
条
第
一
項
第
三
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
要
保
護
者
）

第
六
十
四
条

令
第
十
五
条
第
一
項
第
三
号
（
同
条
第
二
項
第
三
号
に
お
い
て
こ
れ
を
引
用
す
る
場
合
を
含
む
。）

の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
は
、
令
第
十
四
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
高
額
療
養
費
の
支
給
を

受
け
、
か
つ
、
第
三
十
五
条
第
一
号
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
者
と
し
て
食
事
療
養
標
準
負
担
額
に
つ
い
て
減

額
さ
れ
た
と
す
れ
ば
、
生
活
保
護
法
の
規
定
に
よ
る
保
護
を
必
要
と
し
な
い
状
態
と
な
る
者
又
は
第
四
十
条
第

一
号
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
者
と
し
て
生
活
療
養
標
準
負
担
額
に
つ
い
て
減
額
さ
れ
た
と
す
れ
ば
、
同
法
の

規
定
に
よ
る
保
護
を
必
要
と
し
な
い
状
態
と
な
る
者
と
す
る
。

第
六
十
四
条

令
第
十
五
条
第
一
項
第
三
号
（
同
条
第
二
項
第
三
号
に
お
い
て
こ
れ
を
引
用
す
る
場
合
を
含
む
。）

の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
は
、
令
第
十
四
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
高
額
療
養
費
の
支
給
を

受
け
、
か
つ
、
第
三
十
五
条
第
一
号
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
者
と
し
て
食
事
療
養
標
準
負
担
額
に
つ
い
て
減

額
さ
れ
た
と
す
れ
ば
、
生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
の
規
定
に
よ
る
保
護
を
必
要
と

し
な
い
状
態
と
な
る
者
又
は
第
四
十
条
第
一
号
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
者
と
し
て
生
活
療
養
標
準
負
担
額
に

つ
い
て
減
額
さ
れ
た
と
す
れ
ば
、
同
法
の
規
定
に
よ
る
保
護
を
必
要
と
し
な
い
状
態
と
な
る
者
と
す
る
。

（
令
第
十
五
条
第
一
項
第
四
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
要
保
護
者
）

（
令
第
十
五
条
第
一
項
第
四
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
要
保
護
者
）

第
六
十
五
条

令
第
十
五
条
第
一
項
第
四
号
（
同
条
第
二
項
第
四
号
に
お
い
て
こ
れ
を
引
用
す
る
場
合
を
含
む
。）

の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
は
、
令
第
十
四
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
高
額
療
養
費
の
支
給
を

受
け
、
か
つ
、
第
三
十
五
条
第
二
号
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
者
と
し
て
食
事
療
養
標
準
負
担
額
に
つ
い
て
減

額
さ
れ
た
と
す
れ
ば
、
生
活
保
護
法
の
規
定
に
よ
る
保
護
を
必
要
と
し
な
い
状
態
と
な
る
者
又
は
第
四
十
条
第

二
号
若
し
く
は
第
三
号
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
者
と
し
て
生
活
療
養
標
準
負
担
額
に
つ
い
て
減
額
さ
れ
た
と

す
れ
ば
、
同
法
の
規
定
に
よ
る
保
護
を
必
要
と
し
な
い
状
態
と
な
る
者
と
す
る
。

第
六
十
五
条

令
第
十
五
条
第
一
項
第
四
号
（
同
条
第
二
項
第
四
号
に
お
い
て
こ
れ
を
引
用
す
る
場
合
を
含
む
。）

の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
は
、
令
第
十
四
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
高
額
療
養
費
の
支
給
を

受
け
、
か
つ
、
第
三
十
五
条
第
二
号
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
者
と
し
て
食
事
療
養
標
準
負
担
額
に
つ
い
て
減

額
さ
れ
た
と
す
れ
ば
、
生
活
保
護
法
の
規
定
に
よ
る
保
護
を
必
要
と
し
な
い
状
態
と
な
る
者
又
は
第
四
十
条
第

二
号
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
者
と
し
て
生
活
療
養
標
準
負
担
額
に
つ
い
て
減
額
さ
れ
た
と
す
れ
ば
、
同
法
の

規
定
に
よ
る
保
護
を
必
要
と
し
な
い
状
態
と
な
る
者
と
す
る
。

平成年月日 金曜日 (号外第号)官 報 



様
式
第
五
号
（
第
六
十
七
条
第
二
項
関
係
）

様
式
第
五
号
（
第
六
十
七
条
第
二
項
関
係
）

平成年月日 金曜日 (号外第号)官 報 (分冊の)



平成年月日 金曜日 (号外第号)官 報

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
九
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
一
条
中
健
康
保
険
法
施
行
規
則
第
八
十
六
条
第
一
項
並
び
に
第
九
十
八
条
の
二
第
一
項
、
第
二
項
及
び
第
四
項
並
び
に
第
二
条
中
船
員
保
険
法
施
行
規
則
第

八
十
七
条
第
一
項
、
第
二
項
及
び
第
四
項
の
改
正
規
定
は
、
平
成
二
十
九
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
健
康
保
険
法
施
行
規
則
等
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
二
条

こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
健
康
保
険
法
施
行
規
則
、
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
船
員
保
険
法
施
行
規
則
、
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
国
民
健
康
保
険
法
施
行
規
則
及
び
第
四

条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
に
基
づ
く
様
式
に
よ
る
用
紙
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
三
条

こ
の
省
令
の
施
行
の
日
前
の
生
活
療
養
に
関
す
る
生
活
療
養
標
準
負
担
額
の
減
額
の
対
象
者
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。




